
議案第６１号

杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

上記の議案を提出する。

令和２年５月２９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和５８年杉並区

条例第２２号）の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限（第３条―第１０条）

第３章 建築物の緑化率に関する制限（第１１条―第１５条）

第４章 委任（第１６条）

第５章 罰則（第１７条―第１９条）

附則

第１章 総則

第１条中「第６８条の２第１項」の次に「及び都市緑地法（昭和４８年法律第７

２号）第３９条第１項」を、「土地利用」の次に「及び緑化の推進」を加える。

第２条の次に次の章名を付する。

第２章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限

第４条の見出し及び同条第１項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

第１０条第１項中「この条例」を「この章」に改める。

第１３条中「前条」を「前２条」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第１

９条とし、同条の前に次の１条を加える。

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。



(１) 第１３条第１項の規定による区長の命令に違反した場合における当該建築

物の設計者、工事施工者若しくは建築主又は維持保全をする者

(２) 第１４条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合にお

ける当該建築物の設計者、工事施工者若しくは建築主又は維持保全をする者

(３) 第１４条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合に

おける当該建築物の設計者、工事施工者若しくは建築主又は維持保全をする者

第１２条の前の見出しを削り、同条第１項中「２０万円」を「５０万円」に改め、

同条を第１７条とし、同条の前に次の章名を付する。

第５章 罰則

第１１条の見出しを削り、同条を第１６条とし、同条の前に次の章名を付する。

第４章 委任

第１０条の次に次の１章を加える。

第３章 建築物の緑化率に関する制限

（緑化率の最低限度）

第１１条 計画図に表示する別表第３（ア）欄に掲げる区域内においては、敷地面

積が同表（イ）欄で定める規模以上の建築物の新築又は増築（次に掲げるものを

除く。以下この章において同じ。）をしようとする者は、当該建築物の緑化率

（都市緑地法第３４条第２項に規定する緑化率をいう。以下同じ。）を同表

（ウ）欄に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築

物の維持保全をする者についても、同様とする。

(１) 当該区域内における緑化率の最低限度を定める規定の施行の際、既に着手

していた新築及び増築

(２) 増築後の建築物の床面積の合計が当該区域内における緑化率の最低限度を

定める規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えな

い範囲内の増築

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(１) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形

成に支障を及ぼすおそれがないと認めて区長が許可したもの

(２) 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて区



長が許可したもの

(３) その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であつて、そ

の敷地の状況によつてやむを得ないと認めて区長が許可したもの

３ 区長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環

境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することが

できる。

４ 建築物の敷地が、建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の２以上にわたる

場合においては、当該建築物の緑化率は、第１項の規定にかかわらず、各区域の

建築物の緑化率の最低限度（建築物の緑化率に関する制限が定められていない区

域にあつては、０）にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対

する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

（一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例）

第１２条 法第８６条第１項及び第２項（これらの規定を法第８６条の２第８項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一

定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物

の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。

（違反建築物に対する措置）

第１３条 区長は、第１１条（第３項を除く。）の規定又は同項の規定により許可

に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の設計者、

工事施工者若しくは建築主又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、

その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場

合において、区長は、国又は地方公共団体の建築物が第１１条（第３項を除

く。）の規定又は同条第３項の規定により許可に付された条件に違反している事

実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前

項の措置をとるべき旨を要請しなければならない。

（報告及び立入検査）

第１４条 区長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところ

により、建築物の設計者、工事施工者若しくは建築主又は維持保全をする者に対



し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設（都市緑

地法第３４条第２項に規定する緑化施設をいう。以下同じ。）の管理に関する事

項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの

工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることが

できる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ない。

（緑化施設の管理の方法の基準）

第１５条 都市緑地法第４４条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、規則で

定める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第２条関係）

昭和５８年９月５日杉並区告示第２０８号に定める東京都市計画蚕糸試験場跡地周辺地区地区計画に表示する区域

昭和５９年３月２１日杉並区告示第４７４号に定める東京都市計画気象研究所跡地周辺地区地区計画に表示する区域

平成８年５月３１日杉並区告示第１１０号に定める東京都市計画宮前二丁目地区地区計画に表示する区域

平成８年１月５日杉並区告示第４６７号に定める東京都市計画大田黒公園周辺地区地区計画に表示する区域

平成１８年１月２３日杉並区告示第４８号に定める東京都市計画高井戸東一丁目地区地区計画に表示する区域

平成１９年１２月１９日杉並区告示第８０５号に定める東京都市計画荻窪三丁目地区地区計画に表示する区域

平成２１年６月２２日東京都告示第９４７号に定める東京都市計画成田東四丁目地区地区計画に表示する区域

平成２３年１２月２８日杉並区告示第８６３号に定める東京都市計画宮前三丁目地区地区計画に表示する区域

平成２９年３月６日杉並区告示第７７１号に定める東京都市計画玉川上水・放射５号線周辺地区地区計画に表示する区域

令和２年３月５日杉並区告示第８１８号に定める東京都市計画阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画に表示する区域

別表第２中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同表に次のように加える。

東京 計画 風俗営業 計画 １０分の 計画 １，００ 計画 (１) 計 計画 (１) ４０

都市 図１ 等の規制 図１ ３９と、 図１ ０平方メ 図１ 画図３ 図１ メ ー ト

計画 に表 及び業務 に表 次の各号 に表 ートル。 に表 に表示 に表 ル。ただ

阿佐 示す の適正化 示す に掲げる 示す ただし、 示す する壁 示す し、特例

ヶ谷 る中 等に関す る商 区分に応 る中 次の各号 る中 面の位 る中 都道４２

駅北 杉通 る 法 律 店街 じ、それ 杉通 のいずれ 杉通 置の制 杉通 ７号瀬田



東地 り沿 （昭和２ 地区 ぞれ当該 り沿 かに該当 り沿 限の欄 り沿 貫井線に

区地 道地 ３年法律 の区 各号に定 道地 する土地 道地 に掲げ 道地 接するそ

区計 区及 第１２２ 域 める数値 区、 に つ い 区、 る線に 区の の面積が

画 び商 号）第２ のうち、 医療 て、その 医療 よつて 区域 １，００

店街 条第５項 いずれか 施設 全部を一 施設 表示す ０平方メ

地区 に規定す 小さい数 地区 の敷地と 地 る道路 ートル以

の区 る性風俗 値 及び して使用 区、 境界線 上の敷地

域 関連特殊 (１) 計 教育 する場合 教育 から建 で、その

営業（以 画図２ 施設 は、この 施設 築物の 敷地内に

下「性風 に表示 地区 限りでな 地区 外壁又 日常一般

俗関連特 する区 の区 い。 及び はこれ に公開さ

殊営業」 画道路 域 (１) 土 商店 に代わ れ、街並

と い ７号、 地区画 街地 る柱の みの連続

う。）の 区画道 整理法 区の 面まで 性 の 確

用に供す 路１２ （昭和 区域 それぞ 保、歩行

る建築物 号又は ２９年 れ同欄 者の回遊

区画道 法律第 に掲げ 性の向上

計画 次に掲げ 路１３ １１９ る距離 等に寄与

図１ る建築物 号に接 号）第 （同欄 する空地

に表 （性風俗 する敷 ９８条 に掲げ （ 以 下

示す 関連特殊 地（そ の規定 る５号 「公開空

る医 営業の用 の接す による 壁面、 地」とい

療施 に供する る区画 仮換地 ６号壁 う。）を

設地 建築物を 道路の の指定 面、７ 有し、区

区の 除く。） うち最 又は同 号 壁 長が市街

区域 以外の建 大の幅 法第１ 面、１ 地の環境

築物 員を有 ０３条 ０号壁 の整備改

(１) 法 するも の規定 面、１ 善に資す

別表第 のが当 による １号壁 ると認め

２ 該区画 換地処 面及び た も の

（い） 道路７ 分によ １２号 （計画図

項第１ 号、区 り１， 壁面に ３に表示

号から 画道路 ０００ あつて する１号

第９号 １２号 平方メ は、建 壁面、３

までに 又は区 ートル 築物の 号壁面又

掲げる 画道路 未満と 部分の は４号壁

もの １３号 なつた 高さに 面 に 接

(２) 大 のいず 土地 応じて し、その

学、高 れかで (２) そ 同欄に 高さが４

等専門 ある場 の他公 掲げる ０メート

学校、 合に限 益上必 距 ルを超え

専修学 る。） 要な建 離）。 る部分を

校その 前面 築物の た だ 有する建

他これ 道路の 敷地 し、同 築物の敷

らに類 幅 員 欄に掲 地にあつ

するも （前面 計画 ６０平方 げる１ ては、当

の 道路の 図１ メ ー ト ０号壁 該１号壁

(３) 病 幅員が に表 ル。ただ 面に接 面、３号

院 ２以上 示す し、次の する敷 壁面又は

(４) 店 あると る商 各号のい 地 が ４号壁面

舗、飲 きは、 店街 ずれかに １，０ から建築

食店そ その幅 地区 該当する ００平 物の４０

の他こ 員が最 の区 土地につ 方メー メートル

れらに 大のも 域 いて、そ トル以 を超える

類する の。以 の全部を 上であ 部分の外

ものの 下この 一の敷地 る場合 壁又はこ

うち建 項にお として使 におけ れに代わ

築基準 いて同 用する場 る当該 る柱の面



法施行 じ。） 合は、こ 敷地の までの距

令（昭 のメー の限りで 当該１ 離が１０

和２５ トルの ない。 ０号壁 メートル

年政令 数値に (１) 土 面に接 以上であ

第３３ １を加 地区画 する部 るものに

８号） えて得 整理法 分にあ 限る。）

第１３ た数値 第９８ つ て について

０条の に１０ 条の規 は、当 は、次に

５の３ 分の６ 定によ 該１０ 掲げる区

に掲げ を乗じ る仮換 号壁面 分 に 応

るもの て得た 地の指 から建 じ、それ

でその 数値 定又は 築物の ぞれ次に

用途に (２) 計 同法第 外壁又 定める数

供する 画図２ １０３ はこれ 値 と す

部分の に表示 条の規 に代わ る。

床面積 する区 定によ る柱の ア その

の合計 画道路 る換地 面から 敷地内

が５０ ８号又 処分に ２．５ に敷地

０平方 は区画 より６ メート 面積の

メート 道路１ ０平方 ル １０分

ル以内 ０号に メート (２) 前 の２以

のもの 接する ル未満 号の規 上の割

(５) 自 敷 地 となつ 定は、 合の面

動車車 （その た土地 区長が 積の公

庫で床 接する (２) そ 敷地の 開空地

面積の 区画道 の他公 形態上 を 有

合計が 路のう 益上必 又は土 し、か

３００ ち最大 要な建 地の利 つ、そ

平方メ の幅員 築物の 用上や の敷地

ートル を有す 敷地 むを得 面積が

以内の るもの ないと １，０

も の が当該 認めた ００平

（３階 区画道 ものに 方メー

以上の 路８号 ついて トル以

部分を 又は区 は、適 上であ

その用 画道路 用しな る建築

途に供 １０号 い。 物 ５

するも のいず (３) 計 ０メー

のを除 れかで 画図２ トル

く。） ある場 に表示 イ その

(６) 前 合に限 する区 敷地内

各号の る。） 画道路 に敷地

建築物 前面 が交わ 面積の

に附属 道路の る角敷 １０分

するも 幅員の 地（当 の３以

の（建 メート 該区画 上の割

築基準 ルの数 道路が 合の面

法施行 値 に 交わる 積の公

令第１ ０．５ ことに 開空地

３０条 を加え より生 を 有

の５の て得た じる内 し、か

５に掲 数値に 角が１ つ、そ

げるも １０分 ２０度 の敷地

のを除 の６を 以上の 面積が

く。） 乗じて ものを ２，０

得た数 除 ００平

計画 次に掲げ 値 く。） 方メー

図１ る建築物 (３) 計 の当該 トル以



に表 （性風俗 画図２ 区画道 上であ

示す 関連特殊 に表示 路が交 る建築

る教 営業の用 する区 わる隅 物 ６

育施 に供する 画道路 角を頂 ０メー

設地 建築物を ９号に 点とす トル

区の 除く。） 接する る長さ (２) 第７

区域 以外の建 敷 地 ２メー 条第２項

築物（そ （その トルの の規定に

の敷地面 接する 底辺を かかわら

積が１， 区画道 有する ず、前号

０００平 路のう 二等辺 の建築物

方メート ち最大 三角形 の高さに

ル以上で の幅員 の部分 は、階段

あるもの を有す につい 室、昇降

に 限 るもの ては、 機塔、屋

る。） が当該 当該部 窓その他

(１) 学 区画道 分に接 これらに

校 路９号 する敷 類する建

(２) 児 である 地境界 築物の屋

童厚生 場合に 線から 上部分の

施設 限 建築物 水平投影

(３) 老 る。） の外壁 面積の合

人ホー 前面 又はこ 計が当該

ム、保 道路の れに代 建築物の

育所、 幅員の わる柱 建築面積

福祉ホ メート の面ま の８分の

ームそ ルの数 で当該 １以内の

の他こ 値に２ 敷地境 場合にお

れらに を加え 界線か いては、

類する て得た ら当該 その部分

もの 数値に 二等辺 の 高 さ

(４) 前 １０分 三角形 は、１２

各号の の６を の底辺 メートル

建築物 乗じて までの までは、

に附属 得た数 距離 当該建築

するも 値 物の高さ

の（建 に算入し

築基準 ない。

法施行

令第１ 計画 (１) ４０

３０条 図１ メートル

の５の に表 (２) 建築

５に掲 示す 物の各部

げるも る医 分の高さ

のを除 療施 は、当該

く。） 設地 部分から

(５) 巡 区の 計画図２

査派出 区域 に表示す

所、公 る区画道

衆電話 路１号の

所その 反対側の

他これ 境界線ま

らに類 での真北

するも 方向の水

の 平距離が

８メート

ル以内の

範囲にお



いては当

該水平距

離に１．

２５を乗

じて得た

数値に５

メートル

を加えて

得た数値

とし、当

該真北方

向の水平

距離が８

メートル

を超える

範囲にお

いては当

該水平距

離から８

メートル

を減じて

得た数値

に０．６

を乗じて

得た数値

に１５メ

ートルを

加えて得

た数値と

する。

(３) 第７

条第２項

の規定に

かかわら

ず、前２

号の建築

物の高さ

には、階

段室、昇

降機塔、

屋窓その

他これら

に類する

建築物の

屋上部分

の水平投

影面積の

合計が当

該建築物

の建築面

積の８分

の１以内

の場合に

お い て

は、その

部分の高

さは、１

２メート



ル ま で

は、当該

建築物の

高さに算

入 し な

い。

計画 (１) ３０

図１ メートル

に表 (２) 建築

示す 物の各部

る教 分の高さ

育施 は、当該

設地 部分から

区の 計画図２

区域 に表示す

る区画道

路１号及

び区画道

路４号の

反対側の

境界線ま

での真北

方向の水

平距離が

８メート

ル以内の

範囲にお

いては当

該水平距

離に１．

２５を乗

じて得た

数値に５

メートル

を加えて

得た数値

とし、当

該真北方

向の水平

距離が８

メートル

を超える

範囲にお

いては当

該水平距

離から８

メートル

を減じて

得た数値

に０．６

を乗じて

得た数値

に１５メ

ートルを

加えて得

た数値と

する。



(３) 第７

条第２項

の規定に

かかわら

ず、前２

号の建築

物の高さ

には、階

段室、昇

降機塔、

屋窓その

他これら

に類する

建築物の

屋上部分

の水平投

影面積の

合計が当

該建築物

の建築面

積の８分

の１以内

の場合に

お い て

は、その

部分の高

さは、１

２メート

ル ま で

は、当該

建築物の

高さに算

入 し な

い。

計画 (１) ３０

図１ メートル

に表 (２) 第７

示す 条第２項

る商 の規定に

店街 かかわら

地区 ず、前号

の区 の建築物

域 の高さに

は、階段

室、昇降

機塔、屋

窓その他

これらに

類する建

築物の屋

上部分の

水平投影

面積の合

計が当該

建築物の

建築面積

の８分の



１以内の

場合にお

いては、

その部分

の 高 さ

は、１２

メートル

までは、

当該建築

物の高さ

に算入し

ない。

別表第２の次に次の１表を加える。

別表第３（第１１条関係）

緑化率の最低限度

地区計画

（ア） （イ） （ウ）

東京都市 計画図１に表示する中杉通り沿道地区 ５００平方メートル １０分の１（敷地面積が１，０００平

計画阿佐 の区域 方メートル未満の敷地にあつては、１

ヶ谷駅北 ０分の０．５）

東地区地

区計画 計画図１に表示する医療施設地区の区 ５００平方メートル １０分の２．５（敷地面積が１，００

域 ０平方メートル未満の敷地にあつて

は、１０分の０．５）

計画図１に表示する教育施設地区の区 ５００平方メートル １０分の１．８（敷地面積が１，００

域 ０平方メートル未満の敷地にあつて

は、１０分の０．５）

計画図１に表示する商店街地区の区域 ５００平方メートル １０分の０．５

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

別表第１の１２７の項の次に次のように加える。

１２７の２ 都市緑地法（昭和４８年 緑化施設に関する工 １件につき ２８，０００円 認定申請の

法律第７２号）第４３条第１項の規 事が完了できない旨 とき。

定に基づく緑化施設に関する工事が の認定申請手数料

完了できない旨の認定申請に対する

審査

１２７の３ 都市緑地法施行規則（昭 建築物の緑化率に関 １件につき ３００円 交 付 の と

和４９年建設省令第１号）第２９条 する制限に適合して き。

に基づく建築基準法第６条第１項又 いることの証明書交

は第６条の２第１項の規定による確 付手数料

認済証の交付を受けようとする者に



対する当該計画が杉並区地区計画の

区域内における建築物の制限に関す

る条例（昭和５８年杉並区条例第２

２号）第１１条、第１２条及び別表

第３の規定に適合していることの証

明書の交付

１２７の４ 杉並区地区計画の区域内 建築物の緑化率に関 １件につき ７８，０００円 許可申請の

における建築物の制限に関する条例 する制限の適用除外 とき。

第１１条第２項各号の規定に基づく に係る許可申請手数

建築物の緑化率に関する制限の適用 料

除外に係る許可の申請に対する審査

（提案理由）

阿佐ヶ谷駅北東地区に建築物に関する制限を定める等の必要がある。
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杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 建築物の用途、敷地及び構造

に関する制限（第３条―第１

０条）

第３章 建築物の緑化率に関する制限

（第１１条―第１５条）

第４章 委任（第１６条）

第５章 罰則（第１７条―第１９条）

附則

第１章 総則

（目的） （目的）

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 第１条 この条例は、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号。以下「法」と ２５年法律第２０１号。以下「法」と

いう。）第６８条の２第１項及び都市 いう。）第６８条の２第１項

緑地法（昭和４８年法律第７２号）第

３９条第１項の規定に基づき、地区計 の規定に基づき、地区計

画の区域内における建築物に関する制 画の区域内における建築物に関する制

限を定めることにより、適切かつ合理 限を定めることにより、適切かつ合理

的な土地利用及び緑化の推進を図り、 的な土地利用 を図り、

良好な都市環境を確保することを目的 良好な都市環境を確保することを目的

とする。 とする。

第２章 建築物の用途、敷地及び

構造に関する制限

資 料 １
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（建蔽率 の最高限度） （建ぺい率の最高限度）

第４条 計画図に表示する別表第２ 第４条 計画図に表示する別表第２

（オ）欄に掲げる区域内においては、 （オ）欄に掲げる区域内においては、

建築物の建築面積（同一敷地内に２以 建築物の建築面積（同一敷地内に２以

上の建築物がある場合においては、そ 上の建築物がある場合においては、そ

の建築面積の合計）の敷地面積に対す の建築面積の合計）の敷地面積に対す

る割合（以下「建蔽率 」という。） る割合（以下「建ぺい率」という。）

は、同表（カ）欄に掲げる数値を超え は、同表（カ）欄に掲げる数値を超え

てはならない。 てはならない。

２ 略 ２ 略

（公益上必要な建築物の特例） （公益上必要な建築物の特例）

第１０条 区長がこの章 の規定の適用 第１０条 区長がこの条例の規定の適用

に関して、公益上必要な建築物で用途 に関して、公益上必要な建築物で用途

上又は構造上やむを得ないと認めて許 上又は構造上やむを得ないと認めて許

可したものについては、その許可の範 可したものについては、その許可の範

囲内において、当該規定は、適用しな 囲内において、当該規定は、適用しな

い。 い。

２ 略 ２ 略

第３章 建築物の緑化率に関する

制限

（緑化率の最低限度）

第１１条 計画図に表示する別表第３

（ア）欄に掲げる区域内においては、

敷地面積が同表（イ）欄で定める規模

以上の建築物の新築又は増築（次に掲

げるものを除く。以下この章において

同じ。）をしようとする者は、当該建

築物の緑化率（都市緑地法第３４条第

２項に規定する緑化率をいう。以下同
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資 料 １

じ。）を同表（ウ）欄に掲げる数値以

上としなければならない。当該新築又

は増築をした建築物の維持保全をする

者についても、同様とする。

(１) 当該区域内における緑化率の最

低限度を定める規定の施行の際、既

に着手していた新築及び増築

(２) 増築後の建築物の床面積の合計

が当該区域内における緑化率の最低

限度を定める規定の施行の日におけ

る当該建築物の床面積の合計の１．

２倍を超えない範囲内の増築

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当

する建築物については、適用しない。

(１) その敷地の周囲に広い緑地を有

する建築物であつて、良好な都市環

境の形成に支障を及ぼすおそれがな

いと認めて区長が許可したもの

(２) 学校その他の建築物であつて、

その用途によつてやむを得ないと認

めて区長が許可したもの

(３) その敷地の全部又は一部が崖地

である建築物その他の建築物であつ

て、その敷地の状況によつてやむを

得ないと認めて区長が許可したもの

３ 区長は、前項各号に規定する許可の

申請があつた場合において、良好な都

市環境を形成するため必要があると認

めるときは、許可に必要な条件を付す



- 4 -

ることができる。

４ 建築物の敷地が、建築物の緑化率に

関する制限が異なる区域の２以上にわ

たる場合においては、当該建築物の緑

化率は、第１項の規定にかかわらず、

各区域の建築物の緑化率の最低限度

（建築物の緑化率に関する制限が定め

られていない区域にあつては、０）に

その敷地の当該区域内にある各部分の

面積の敷地面積に対する割合を乗じて

得たものの合計以上でなければならな

い。

（一の敷地とみなすことによる緑化率規

制の特例）

第１２条 法第８６条第１項及び第２項

（これらの規定を法第８６条の２第８

項において準用する場合を含む。）の

規定により一の敷地とみなされる一団

地又は一定の一団の土地の区域内の建

築物については、当該一団地又は区域

を当該建築物の一の敷地とみなして前

条の規定を適用する。

（違反建築物に対する措置）

第１３条 区長は、第１１条（第３項を

除く。）の規定又は同項の規定により

許可に付された条件に違反している事

実があると認めるときは、当該建築物

の設計者、工事施工者若しくは建築主

又は維持保全をする者に対して、相当
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資 料 １

の期限を定めて、その違反を是正する

ために必要な措置をとるべき旨を命ず

ることができる。

２ 国又は地方公共団体の建築物につい

ては、前項の規定は、適用しない。こ

の場合において、区長は、国又は地方

公共団体の建築物が第１１条（第３項

を除く。）の規定又は同条第３項の規

定により許可に付された条件に違反し

ている事実があると認めるときは、そ

の旨を当該建築物を管理する機関の長

に通知し、前項の措置をとるべき旨を

要請しなければならない。

（報告及び立入検査）

第１４条 区長は、前条の規定の施行に

必要な限度において、規則で定めると

ころにより、建築物の設計者、工事施

工者若しくは建築主又は維持保全をす

る者に対し、建築物の緑化率の最低限

度に関する基準への適合若しくは緑化

施設（都市緑地法第３４条第２項に規

定する緑化施設をいう。以下同じ。）

の管理に関する事項に関し報告させ、

又はその職員に、建築物若しくはその

敷地若しくはそれらの工事現場に立ち

入り、建築物、緑化施設、書類その他

の物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職

員は、その身分を示す証明書を携帯
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し、関係人の請求があつた場合におい

ては、これを提示しなければならな

い。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解しては

ならない。

（緑化施設の管理の方法の基準）

第１５条 都市緑地法第４４条に規定す

る緑化施設の管理の方法の基準は、規

則で定める。

第４章 委任

（委任）

第１６条 略 第１１条 略

第５章 罰則

（罰則）

第１７条 次の各号のいずれかに該当す 第１２条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、５０万円以下の罰金に処す る者は、２０万円以下の罰金に処す

る。 る。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ 略 ２ 略

第１８条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、３０万円以下の罰金に処す

る。

(１) 第１３条第１項の規定による区

長の命令に違反した場合における当

該建築物の設計者、工事施工者若し

くは建築主又は維持保全をする者

(２) 第１４条第１項の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をした場
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資 料 １

合における当該建築物の設計者、工

事施工者若しくは建築主又は維持保

全をする者

(３) 第１４条第１項の規定による立

入検査を拒み、妨げ、又は忌避した

場合における当該建築物の設計者、

工事施工者若しくは建築主又は維持

保全をする者

第１９条 法人の代表者又は法人若しく 第１３条 法人の代表者又は法人若しく

は人の代理人、使用人その他の従業者 は人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務又は財産に が、その法人又は人の業務又は財産に

関して前２条の違反行為をしたとき 関して前条 の違反行為をしたとき

は、その行為者を罰するほか、その法 は、その行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して各本条の罰金刑を科 人又は人に対して同条 の罰金刑を科

する。 する。


